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新日本スポーツ連盟 

 

加盟クラブ代表の施設不正利用について 
 

この度、新日本スポーツ連盟北区に加盟している野球クラブの代表が、偽造

有印公文書行使の疑いで逮捕されました。 

一部報道にもありますように、逮捕の容疑は、東京都北区の野球場確保のた

め、チーム登録に偽造保険証を使用したこと、また架空の団体チームで区営野

球場の利用したことによります。 

施設を不正に利用するという行為は、断じてあってはならないことです。今

後は二度とこのようなことが起きないよう、全加盟クラブや全加盟組織に法令

遵守の徹底をおこない、引き続き市民スポーツの発展と普及に邁進し信頼回復

を行っていく所存です。 

 


